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四
国
剣
山
山
系
に
お
け
る
国
設
鳥
獣
保
護
区
の
継
続
と
拡
大
に
関
す
る
質
問
主
意
書

四
国
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
、
高
知
県
と
徳
島
県
に
ま
た
が
る
剣
山
山
系
に
わ
ず
か
十
数
頭
か
ら
多
く
て
も
数
十
頭
が
生
息
す

る
の
み
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
生
息
す
る
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
姿
を
消
せ
ば
、
九
州
に
続
き
、
四
国
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は

絶
滅
す
る
こ
と
に
な
り
、
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
。

主
要
な
生
息
域
は
、
標
高
の
高
い
天
然
林
の
広
が
る
と
こ
ろ
（
落
葉
広
葉
樹
林
帯
）
に
あ
り
、
同
地
域
で
は
、
人
と
の
軋
轢

を
生
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
四
国
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
関
し
て
は
、
保
護
を
最
優
先
さ
せ
た
取
り
組
み
と
な
る
べ
き
で

あ
る
。

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
生
息
域
は
、
食
糧
を
供
給
す
る
天
然
林
の
広
が
る
エ
リ
ア
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
と
の
見
方
が
妥
当
で

あ
る
。

し
か
る
に
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
将
来
に
渡
る
生
息
域
に
対
す
る
法
的
な
保
護
策
は
十
分
で
は
な
い
。
同
地
に
は
、
環
境
省
所

管
の
「
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
」
と
林
野
庁
所
管
の
「
緑
の
回
廊
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
生
息
域
を
部
分
的
に
覆
う
の

み
で
あ
る
。

現
地
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
四
国
自
然
史
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
共
同
研
究
団
体
で
あ
る
（
財
）
世
界
自
然
保
護
基
金
ジ
ャ
パ

一



ン
は
、
電
波
発
信
器
な
ど
を
用
い
た
科
学
的
調
査
を
実
施
し
、
四
頭
の
行
動
圏
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
か
ら
も
緑
の
回
廊
か
ら
も
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
主
要
な
活
動
地

域
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
特
に
、
繁
殖
・
生
命
維
持
に
欠
か
せ
な
い
越
冬
穴
の
存
在
す
る
場
所
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お

り
、
極
め
て
科
学
的
情
報
と
し
て
の
価
値
が
高
い
。

科
学
的
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
、
そ
の
他
の
こ
と
を
左
記
に
示
す
。

・
追
跡
個
体
は
標
高
八
百
メ
ー
ト
ル
か
ら
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
落
葉
広
葉
樹
林
帯
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
。

・
剣
山
の
落
葉
広
葉
樹
林
帯
は
標
高
千
メ
ー
ト
ル
以
上
に
二
百
六
十
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
し
か
な
く
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が

存
続
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
（
今
後
、
人
工
林
を
広
葉
樹
林
に
置
き
換
え
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
）
。

・
さ
ら
に
鳥
獣
保
護
区
、
緑
の
回
廊
は
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
重
複
し
て
お
り
、
生
息
地
の
保

全
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。

・
越
冬
は
繁
殖
や
生
命
維
持
に
重
要
で
、
そ
の
越
冬
環
境
の
保
護
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
が
、
保
護
区
や
緑
の
回
廊
か
ら
外
れ

て
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

こ
う
し
た
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
に
更
新
を
迎
え
る
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
継
続
が
不
確
か

二



で
あ
る
。
高
知
県
、
徳
島
県
と
も
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
を
意
識
し
た
保
護
施
策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
一
、
国
指
定
鳥

獣
保
護
区
が
継
続
さ
れ
な
い
と
な
る
と
、
四
国
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
将
来
が
危
ぶ
ま
れ
る
事
態
と
な
る
。

国
指
定
鳥
獣
保
護
区
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
範
囲
を
拡
大
し
て
、
天
然
林
を
広
く
覆
う
保
護
区
の
設
定
が
望
ま

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
の
参
議
院
環
境
委
員
会
に
お
い
て
、
民
主
党
・
新
緑
風
会
の
岡
崎
ト
ミ
子
委
員
が
、
本
件
に
関

し
て
保
護
施
策
の
不
足
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
南
川
秀
樹
環
境
省
自
然
環
境
局
長
（
当
時
）
は
、
鳥
獣
保
護
区
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
保
護
施
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
る
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る
。

以
上
に
鑑
み
て
、
次
の
質
問
を
す
る
。

一

四
国
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
保
護
に
不
可
欠
な
「
剣
山
山
系
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
（
特
別
保
護
地
区
も
含
む
）
」
を
平
成
二

十
一
年
十
一
月
一
日
以
降
も
継
続
す
る
意
志
は
あ
る
か
。

二

継
続
指
定
す
る
場
合
、
そ
の
期
間
は
現
行
の
指
定
通
り
十
年
間
か
。
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
将
来
に
わ
た
り
存
続
さ
せ
る
た
め

の
保
護
区
の
設
定
期
間
は
、
何
年
が
適
当
と
考
え
る
か
。

三

鳥
獣
保
護
区
お
よ
び
緑
の
回
廊
と
い
っ
た
保
護
区
を
は
ず
れ
て
生
息
す
る
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
た
め
に
、
国
指
定
鳥
獣
保
護

三



区
（
現
在
一
万
百
三
十
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
を
「
適
正
な
範
囲
に
拡
大
」
す
る
意
志
は
あ
る
か
。

ま
た
、
民
有
林
に
か
か
る
場
合
、
地
権
者
に
対
し
て
保
護
区
拡
大
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
意
志
は
あ
る
か
。

四

仮
に
三
の
質
問
に
対
し
て
否
で
あ
る
場
合
、
同
個
体
の
保
護
の
た
め
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
施
策
を
講
じ
る
の
か
。

五

剣
山
山
系
に
点
在
す
る
国
有
林
の
う
ち
、
緑
の
回
廊
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
を
緑
の
回
廊
に
指
定
す
る
こ
と
は
有
効
な
保

護
施
策
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
志
は
あ
る
か
。
間
伐
等
が
な
さ
れ
、
野
生
生
物
の
生
息
空
間
に
適
し
た
森
林
は
、
京
都

議
定
書
に
お
け
るＣ

Ｏ
�

吸
収
源
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
も
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
生
息
す
る
エ
リ
ア
に
散
在
す

る
国
有
林
を
緑
の
回
廊
に
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

四


